
参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

 水道法施行規則の一部改正により、簡易専用水道の管理に関する検査を受け

る頻度に係る規定が改められたことに伴い、小規模受水槽水道の管理に関する

検査について、毎年１回以上定期に受けることとするため、この条例を制定す

るものである。 

議案第  号 

 

川崎市食品衛生法に基づく営業に係る公衆衛生上講ずべき措置の基準に

関する条例の廃止等に関する条例の制定について 

 

川崎市食品衛生法に基づく営業に係る公衆衛生上講ずべき措置の基準に関す

る条例の廃止等に関する条例を次のとおり制定する。 

 

令和２年 ２ 月１７日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

   川崎市食品衛生法に基づく営業に係る公衆衛生上講ずべき措置の基準に

関する条例の廃止等に関する条例 

 （川崎市食品衛生法に基づく営業に係る公衆衛生上講ずべき措置の基準に関

する条例の廃止） 

第１条 川崎市食品衛生法に基づく営業に係る公衆衛生上講ずべき措置の基準

に関する条例（平成１２年川崎市条例第１７号）は、廃止する。 

（川崎市食品衛生法に基づく営業に係る公衆衛生上講ずべき措置の基準に関

する条例の一部改正） 

第２条 川崎市食品衛生法に基づく営業に係る公衆衛生上講ずべき措置の基準

に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第１条中「食品衛生法」を「食品衛生法等の一部を改正する法律（平成３

０年法律第４６号）第１条の規定による改正前の食品衛生法」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和３年６月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、令

議案第１３号



和２年６月１日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

 川崎市食品衛生法に基づく営業に係る公衆衛生上講ずべき措置の基準に関す

る条例を廃止すること等のため、この条例を制定するものである。 


